
単位：円

ｎ＝ 1
ｎ＝ 2～10 + × ｎ
ｎ＝ 11～25 + × ( n- 10 )
ｎ＝ 26～50 + × ( n- 25 )
ｎ＝ 51～ + × ( n- 50 )
ｎ＝ 1
ｎ＝ 2～10 + × ｎ
ｎ＝ 11～25 + × ( n- 10 )

①＋②＋③ ｎ＝ 26～50 + × ( n- 25 )
ｎ＝ 51～ + × ( n- 50 )

300㎡以内
300㎡超 2,000㎡以内

①＋② 2,000㎡超 5,000㎡以内
5,000㎡超 10,000㎡以内

10,000㎡超 25,000㎡以内
25,000㎡超

①＋③ 300㎡以内
300㎡超 2,000㎡以内

2,000㎡超 5,000㎡以内
5,000㎡超 10,000㎡以内
10,000㎡超 25,000㎡以内

① 25,000㎡超
300㎡以内

300㎡超 2,000㎡以内
2,000㎡超 5,000㎡以内
5,000㎡超 10,000㎡以内
10,000㎡超 25,000㎡以内
25,000㎡超

変更技術審査の料金
　　上記各料金の2分の１の額となります。（10円未満切捨て）

所管行政庁からの依頼による場合は、別途契約によります。

563,650
653,140
726,170

平成26年4月1日

563,650
653,140
726,170
240,680
370,280
484,450

241,710
279,770
311,650
240,680
370,280
484,450

2,050
200,570 1,020

103,880
159,420
208,800

149,140

申請が住戸全体
（住棟）の場合

3,080102,850

31,880

31,880

41,140 6,170

41,140
102,850 3,080

ｎ：戸数

6,170

住宅以外
の建築物

床面積

共用部分
の床面積

②

住宅以外
の床面積

③

住宅の部
分を有す
る建築物

申請が住戸だけの場合

住戸総数n
①

共用部分を
有しない場合

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金（税込み）
※設計住宅性能評価と併せて技術的審査を依頼される場合の料金は、性能評価内容に応じて別途ご相談に応じます。

料　金区　　分

住宅以外の部分
及び共用部分を
有しない場合

住宅以外の部分
を有しない場合

149,140 2,050
200,570 1,020


	料金表

